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令和8年5月11日

動産総合保険について、地震や津波等の天災

は適用外で、残リース料に応じて保険金が逓

減する一般的なものの付保でよろしいです

か。また、ソフトウェアに対する付保は不要

でしょうか。

お見込みのとおりです。

本件は長期継続契約ですが、翌年度以降の予

算がつかず、契約解除となる際に、賃貸人に

損害があった場合、損害賠償の協議に応じて

頂ける認識でよいですか。

また、過去に上記事由により契約を変更又は

解除した実績はございますか。

前段、お見込みのとおりです。

後段、実績はありません。

　　　　　菊池広域連合消防本部　総務課

　　　下記業務について、質疑がありましたので回答いたします。

　　

指名業者　各位

工事・購入・委託・リース番号

質疑回答書

質疑 回答

期間満了後のデータ消去について

機器の撤去及びデータ消去は、弊社指定業者

にて対応させて頂きますがよろしかったで

しょうか。

また、データ消去は機器撤去後に、指定業者

の専用ヤードにてデータ消去専用ソフトでの

対応でよろしかったでしょうか。

お見込みのとおりです。

データ消去後、証明書を提出してください。

（証明書の書式は問いません）

工事・物品購入・委託・リース名 　　消防業務ネットワーク高度化整備業務（セキュリティ強化機器等賃借）

納品作業や保守、満了後の物件撤去・データ

消去等、主な作業はメーカーや協力会社へ委

託しますがよろしいでしょうか。

メーカーや協力会社への委託で構いません。
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契約保証金の免除に関しては、菊池広域連合

契約事務規則第２２条の規定により判断しま

す。（菊池広域連合ホームページ参照）

本件では貴市にて納入会社様をご指定されて

おりますので、納期、また契約不適合責任や

保守の一切の責任を賃貸人は負わない認識で

よろしいですか。

お見込みのとおりです。

データ消去作業について、作業は物件回収後

でよろしいですか。また、データ消去方法は

任意、データ消去証明書の書式も任意との条

件でよろしいですか。

お見込みのとおりです。

（入札保証金・契約保証金について）

・本件、契約保証金またはそれに代わる担保

等は必要でしょうか。

もし、必要ならば契約保証金の免除につい

て、熊本県様等であるような『過去２年間の

間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上締結し、すべて

を誠実に履行し、かつ契約不履行となるおそ

れがないときこれを免除できる。』旨の規定

を準用できるのでしょうか。

契約保証金の免除に関しては、菊池広域連合

契約事務規則第２２条の規定により判断しま

す。（菊池広域連合ホームページ参照）

契約書はリース会社書式でよろしいでしょう

か。貴社指定書式の場合、事前に契約書案を

いただけますでしょうか。

契約書の書式は別紙のとおりとなりますが、

受注者提案の契約書に、当連合の必要事項が

記載されていれば可とします。

契約保証金は免除いただけますでしょうか。

条件がある場合は、詳細をお示しいただけま

すでしょうか。

賃貸借期間満了後の物件撤去について、撤収

場所は一カ所の認識でよろしいですか。ま

た、撤去対象物件の回線等は取り外し済、一

カ所に集約済、撤収場所が２階以上の場合は

エレベーター使用可の条件でよろしいです

か。

１箇所にとりまとめる予定です。

なお、集約場所にエレベーターがある場合は

使用可能です。
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（動産総合保険について）

・本件、機器には動産総合保険をリース会社

負担で付保するのでしょうか。付保する場合

天災や騒乱には適用できないリース料のお支

払いに伴う契約額の減少に合わせ保証額が逓

減する通常の動産総合保険でよろしいでしょ

うか。

さらに仕様書６ページ３－９のライセンスに

も動産総合保険を付保するのでしょうか。

それともライセンスの復旧等は保守契約に含

まれるため付保は不要なのでしょうか。

前段、お見込みのとおりです。

ライセンスの復旧等は保守契約に含まれるた

め付保は不要です。

（契約について）

・入札書２ページ１に『リース期間終了後の

機器返却費用については』とありますが、本

件は契約期間満了後機器の無償譲渡を目的と

する所有権移転リースではなく、満了後機器

の返却や再リースによる利用ができる所有権

移転外ファイナンスリースであり、機器の固

定資産税はリース会社が負担すると考えてよ

ろしいでしょうか。

また、仕様書６ページ（２）に物件所有者

(株)九州テンとありますが、賃貸借開始後機

器所有権はリース会社に移転すると考えてよ

ろしいでしょうか。

また、事前に契約書案を拝見させていただく

ことは、可能でしょうか。それとも落札後契

約書はリース会社にて作成し、貴連合様と詳

細について打ち合わせするのでしょうか。

前段、中段ともお見込みのとおりです。

後段について、契約書の書式は別紙のとおり

となりますが、受注者提案の契約書に、当連

合の必要事項が記載されていれば可としま

す。

（保守について）

・仕様書３ページ以降各物件にハードウエア

保守との記載がありますが、保守については

現物件所有者と貴連合様との間で締結され、

リース会社はこれに関知しないと考えてよろ

しいでしょうか。

さらに保守は現物件所有者に委ねますが、再

委託届の提出は必要でしょうか。

お見込みのとおりです。

再委託届出の提出は必要ありません。
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仕様書P.3＞３－１．サーバー

（PRIMERGY TX1320M6）において、

Windows Server 2025 CALは既に必要数保有

されている。で良いでしょうか？

現在、必要数は保有しておりません。

Windows Server 2025 5 Device CAL及び

Windows Server 2025 100 Device CAL

各一式を調達品に含みます。

（機器返却について）

・仕様書７ページ８に期間満了時は、応札業

者にて機器のデータを消去し証明書を発行す

ることとありますが、機器のデータ消去は貴

連合の敷地内で実施するのでしょうか。また

その際記憶装置等は物理的破壊が必要でしょ

うか。電磁的処理でもよろしいでしょうか。

さらに処理後の機器（各消防署設置の接続機

器含む）は応札業者にて廃棄するのでしょう

か。応札業者廃棄の場合、物件を本庁へひと

まとめにしていただくことは可能でしょう

か。

また、情報機器の廃棄は専門性を有するため

他業者に委託しようと思いますが、落札した

場合再委託届は必要でしょうか。

データ消去は当連合の敷地内で実施する必要

はありません。

また、物理的破壊、電磁的処理のどちらでも

構いません。

機器の廃棄は応札業者にてお願いいたしま

す。

賃貸借期間満了後は、物件を一カ所に集約し

ます。

情報機器の廃棄を他業者に委託しても構いま

せん。

（その際の再委託届は不要です）


